
 
 

  

 

 

 

 

千葉県営水道事業長期施設整備方針 

～次世代につなぐ 安全・安心な水道を目指して～ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成２８年３月 

（ 令 和 ８ 年 ５ 月 改 訂 ）  

千葉県企業局 
千葉県営水道 



  



 
 

はじめに 

 
 
 
 
 

千葉県営水道は、昭和９年に創設され、昭和１１年に千葉市

に給水を開始して以来、県勢の発展に合わせて事業を拡大し、

今日では、県北西部を中心に１１市、約３０９万人のお客様に

水道水を供給する全国第３位の大規模水道事業体になりました。 

高 度 経 済 成 長 期 以 降 に 整 備 し た 浄 ・ 給 水 場 施 設 、 送 ・ 配 水 

管路等の水道施設の更新時期を迎えており、適切な維持管理を

行 い 水 道 施 設 の 長 寿 命 化 を 図 る と と も に 、 着 実 な 施 設 更 新 ・ 

整備を行っていく必要があります。 

そのため、千葉県営水道では、平成２８年３月に「千葉県営 

水道事業長期施設整備方針」を策定（令和３年３月改訂）し、 

５年間分の具体的な取組を「千葉県営水道事業中期経営計画」に 

反映させて、これまで、ちば野菊の里浄水場（第２期）の施設 

整備や管路の更新・耐震化、停電対策などに取り組んできました。 

昨 今 で は 、 気 候 変 動 に 伴 い 激 甚 化 ・ 頻 発 化 す る 自 然 災 害 や 

将来の発生が懸念される首都直下地震などの危険性も高まって

おり、更なる耐災害性の強化に取り組んでいく必要があります。 

ま た 、 全 国 的 に も 水 道 施 設 の 老 朽 化 に よ る 漏 水 事 故 が 発 生 

しており、これまで以上に適切な維持管理を行い、長寿命化を

図りつつ、計画的に水道施設の更新を行う必要があります。 

このたび、前回の改訂から５年が経過し、様々な社会情勢の

変化等が生じていることを踏まえ、地震対策や停電・浸水対策

等の危機管理対策や予防保全型維持管理の取組の充実を図った

ものとして、本方針を改訂することとしました。 

今 後 と も 、 将 来 に わ た っ て 安 全 ・ 安 心 な 水 道 水 を お 客 様 に 

供給し続けるため、水道施設の更新・耐震化などの着実な実行

と 、 効 果 が 最 大 限 得 ら れ る よ う な 計 画 的 な 事 業 運 営 に 努 め 、 

持続可能なライフラインを目指してまいります。 

 

令和８年５月 
千 葉 県 企 業 局 長 
千 葉 県 水 道 事 業 管 理 者  

ち ば 野 菊 の 里 浄 水 場  

横山 尚典  
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第１章 方針策定の目的と位置付け               

 

１  策 定 目 的  

 

 

 

 

※ 長期施 設整 備方 針は 、平成 ２８ 年３ 月策定 、令和 ３年 ３月 改訂、 令和８ 年５ 月改 訂  

 

将 来 に わ た っ て 安 全 な 水 道 水 を お 客 様 に 供 給 し 続 け る た め に は 、 適 切 な 維 持

管理により水道施設 の長寿命化を図ると ともに、更新及び耐 震 化 等 の 危 機 管 理

対 策 の 実 施 が必須となっています。 

このため、将来の水道施設の再構築を視野に入れ、重要度、老朽度及び耐震性

等 を 考 慮 し 、 更 新 ・ 耐 震 化 等 を 着 実 に 実 施 す る 必 要 が あ る こ と か ら 、 長 期 施 設 

整備方針を策定することとしました。  

 

 

■ 長 期 施 設 整 備 方 針 策 定 の 先 に あ る 未 来  

○ 目 標 使 用 年 数 ( 注 1 )を 踏 ま え た 、 計 画 的 な 維 持 管 理 ・ 更 新 の 実 施  

○ 地 震 対 策 や 停 電 ・ 浸 水 対 策 等 の 危 機 管 理 対 策 の 強 化  

○ デ ジ タ ル 技 術 の 活 用 等 や 官 民 連 携 の 研 究 に よ る 事 業 の 効 率 化  

○ 省 エ ネ ル ギ ― 機 器 、 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 導 入 や 施 設 整 備 に お け る   

環境への配慮による環境負荷の低減 

 

 

将 来 に わ た っ て 、 ラ イ フ ラ イ ン で あ る 水 道 施 設 の 持 続 が 可 能  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注 1) 目 標 使 用 年 数 の 詳 細 に つ い て は P8 を 参 照  

将 来 に わ た り 、 安 全 な 水 道 水 を お 客 様 に 供 給 し 続 け る た め 、  

浄・給水場等や管路の更新・耐震化等を着実に実施する必要があることから、 

■長期施設整備方針を策定します。 
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２  長 期 施 設 整 備 方 針 の 位 置 付 け  

 長 期 施 設 整 備 方 針 は 、 県 営 水 道 の 長 期 的 な 施 設 整 備 の 基 本 的 な 考 え 方 を  

定 め 、 今 後 の 具 体 的 な 更 新 ・ 耐 震 化 等 の 事 業 は 、 県 営 水 道 の 水 道 事 業    

ビ ジ ョ ン で あ る 「 千 葉 県 営 水 道 事 業 中 期 経 営 計 画 (以 降 「 中 期 経 営 計 画 」 と い

い ま す 。 )」 に 反 映 さ せ て 実 施 し て い く こ と と し ま す 。  

ま た 、 こ の 長 期 施 設 整 備 方 針 は 、 平 成 26 年 4 月 に 総 務 省 か ら の 要 請 を    

受 け て 策 定 し た 、 千 葉 県 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 に お け る 、 個 別 施 設 計 画

（ 各 事 業 者 が 作 成 ） に 位 置 付 け る も の と し ま す (図 1 参 照 )。  

 

 

図 １  長 期 施 設 整 備 方 針 と 中 期 経 営 計 画 等 と の 関 係  

 

 

 

「 新 水 道 ビ ジ ョ ン 」 （ 国 土 交 通 省 ） に お い て は 、 50 年 後 か ら 100 年 後 の 水

道 の 理 想 像 を 具 体 的 に 示 し 、 こ れ を 関 係 者 間 で 共 有 す る こ と と し て い ま す 。  

また、「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き」

（国 土 交 通 省 ）において 30～40 年程度の中長期の見通しについて検討すること

とされています。 

こ れ ら の こ と を 踏 ま え て 、 長 期 施 設 整 備 方 針 の 対 象 期 間 は 、 令 和 8 年 度  

か ら 令 和 37 年 度 ま で の 30 年 間 と し ま し た 。  

ま た 、 長 期 施 設 整 備 方 針 は 、 水 需 要 の 動 向 、 事 業 の 進 捗 状 況 等 を 勘 案   

し な が ら 、 概 ね 5 年 毎 に 見 直 す こ と と し て お り 、 今 回 の 改 訂 は 、 令 和 3 年  

3 月 改 訂 か ら の 当 局 を 取 り 巻 く 環 境 の 変 化 や 、 令 和 ７ 年 度 に 開 催 し た 水 道 事 業

運 営 審 議 会 で の 料 金 改 定 に 係 る 議 論 等 を 踏 ま え 見 直 し た も の で す 。  

 

(注 1)新水道ビジョン：「P19 用語解説」参照、(注 2)千葉県版水道ビジョン：「P21 用語

解 説 」 参 照 、 (注 3)千 葉 県 営 水 道 事 業 中 期 経 営 計 画 、 (注 4)千 葉 県 公 共 施 設 等 総 合 管 理  

計画：「P20 用語解説」参照 

 
 ■ 対 象 期 間  ：  30 年 間 （ 令 和 8 年 度 か ら 令 和 37 年 度 ）  
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第２章 県営水道の現状と課題                  

 

１  県 営 水 道 の 概 要  

県 営 水 道 は 昭 和 9 年 に 創 設 さ れ 、 昭 和 11 年 に 給 水 を 開 始 し て 以 来 、 現 在

で は 、 給 水 能 力 126 万 6 千㎥／ 日 、 総 管 路 延 長 約 9,300km(令 和 6 年 度 末   

現 在 )の 規 模 を 有 し 、県 北 西 部 を 中 心 に 11 市 に 水 道 水 を 供 給 し て い ま す (図 2 

参照)。 

11 市 =千 葉 市 、 市 川 市 、 船 橋 市 、 松 戸 市 、 習 志 野 市 、 市 原 市 、 鎌 ｹ谷 市 、

浦 安 市 、 成 田 市 、 白 井 市 、 印 西 市  

図 ２  県 営 水 道 の 給 水 区 域  



4 
 

給 水 人 口 は 令 和 6 年 度 末 で 約 309 万 人 、 令 和 6 年 度 の 年 間 給 水 量 は 約 3 億

1600 万㎥と な っ て お り 、 概 ね 横 ば い で 推 移 し て い ま す (図 3 参 照 )。  

 

 

図 ３  給 水 人 口 及 び 年 間 給 水 量 の 推 移  

 

２  県 営 水 道 の 現 状 と 課 題  

県 営 水 道 の 浄 ・ 給 水 場 等 や 管 路 は 、 高 度 経 済 成 長 期 以 降 に 集 中 的 に 整 備  

さ れ て お り 、 今 後 、 老 朽 化 す る 水 道 施 設 が 急 速 に 増 加 し て い き ま す 。 こ の  

こ と か ら 、 老 朽 化 す る 水 道 施 設 に つ い て 、 適 切 な 維 持 管 理 に よ る 長 寿 命 化 や

計 画 的 な 施 設 の 更 新 ・ 整 備 が 必要です。（ 図 4 参 照 ）  

あ わ せ て 、 浄 ・ 給 水 場 等 に つ い て は 、 被 災 す る と 極 め て 大 き な 影 響 を   

及 ぼ す 「 急 所 施 設 」 で す が 、 一 部 の 施 設 で レ ベ ル 2 地 震 動 (注 2 ) に 未 対 応 と   

な っ て お り ま す 。 管 路 に つ い て は 、 平 成 23 年 の 東 日 本 大 震 災 の 発 生 を 契 機

に 事 業 量 を 大 幅 に 増 や し 耐 震 化 を 推 進 し て き ま し た が 、 約 9,300 ㎞ に 及 ぶ  

管 路 の 耐 震 化 率 ( 注 3 )は 令 和 6 年 度 末 時 点 で 約 29％ と な っ て お り ま す 。 近 年 、

全 国 的 に 大 規 模 地 震 に よ る 水 道 施 設 へ の 被 害 が 発 生 し て い る 中 、 県 営 水 道 に

お い て も 、 近 い 将 来 に 発 生 が 懸 念 さ れ る 首 都 直 下 地 震 等 の 大 規 模 地 震 に   

備 え て 、 水 道 施 設 の 耐 震 化 を 進 め て い く 必 要 が あ り ま す 。 （ 図 5 参 照 ）  

加 え て 、 県 内 を 始 め 全 国 各 地 で 地 震 や 台 風 な ど に よ り 、 停 電 に よ る 断 水  

被 害 や 浸 水 被 害 が 発 生 し て い る こ と か ら 、 近 年 、 頻 発 化 ・ 激 甚 化 す る 自 然  

災 害 に 備 え 、 停 電 対 策 や 浸 水 対 策 を 進 め て 行 く 必 要 が あ り ま す 。  

(注 1)給水場： 「P19 用 語解説 」参 照、(注 2)レベル 2 地震動：「P22 用語解説」参照 

(注 3)耐震化率 ：「P20 用語解 説」 参照   
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 さ ら に 、 県 営 水 道 が 取 水 し て い る 、 利 根 川 ・ 江 戸 川 の 下 流 、 印 旛 沼 、 高 滝  

ダ ム の 水 質 は 決 し て 良 好 と は 言 え な い こ と な ど か ら 、 安 全 な 水 道 水 を 安 定  

し て 供 給 し て い く た め 、 原 水 水 質 に 対 応 し た 適 切 な 浄 水 処 理 、 及 び 徹 底 し た

水 質 管 理 が 必 要 で す 。  

また 、 水道 施 設の 更 新・ 耐 震化 等 を着 実 に推 進 して い くた め には 、増 加 す る   

事 業 量 に 対 応 す る た め の 業 務 の 効 率 化 も課題となっています。 

加 え て 、 水 道 事 業 で は 、 浄 水 場 で の 浄 水 処 理 や 送 配 水 過 程 で 、 電 気 な ど の

多 く の エ ネ ル ギ ー を 消 費 し て い る こ と か ら 、 県 営 水 道 に お い て も 、 地 球   

温 暖 化 問 題 や 循 環 型 社 会 の 構 築 な ど の 課 題 に 対 応 す る こ と が 求 め ら れ て お り 、

環 境 負 荷 の 低 減 に 向 け た 取 組 が 必 要 で す 。  

 

表 １  浄 ・ 給 水 場 の 供 用 開 始 時 期 の 年 代 別 構 成  

 ※ １  【 昭 和 33 年 通 水 】 浄 水 場 と し て 供 用 を 開 始 し 、 ち ば 野 菊 の 里 浄
水 場  (第 2 期 )完 成 （ 令 和 6 年 3 月 ） に 伴 い 給 水 場 化  

※ ２  経 過 年 数 が 60 年 を 超 え る 浄 ・ 給 水 場  
 

 

図 ４  浄 水 能 力 及 び 配 水 池 容 量 の 整 備 状 況  

供用開始時期

（年代） 
施設名称 経過年数 

～昭和３９年 栗山給水場※１※２ 園生給水場※２  67 年～63 年 

昭和４０年～ 
船橋給水場 柏井浄水場(西側) 誉田給水場 

60 年～53 年 
成田給水場   

昭和５０年～ 
北総浄水場 北船橋給水場 柏井浄水場(東側) 

50 年～42 年 
沼南給水場 松戸給水場  

平成 元年～ 福増浄水場 幕張給水場  32 年～29 年 

平成１０年～ 妙典給水場 
ちば野菊の里 

浄水場(第 1 期) 

 
26 年～18 年 

令和 元年～ 
ちば野菊の里 

浄水場(第 2 期) 
 

 
2 年 

[ ]内 は 供 用 開 始

年 度 度  



6 
 

 

     図 ５  総 管 路 延 長 の 推 移 及 び 耐 震 化 率 の 推 移  

 

県 営 水 道 は 、 こ れ ら の 課 題 に 対 し て 、 中 期 経 営 計 画 を 策 定 し 、 計 画 的 な  

事 業 運 営 に 取 り 組 ん で い る と こ ろ で す が 、 将 来 に わ た り ラ イ フ ラ イ ン を 維 持

し て い く た め に は 、 長 期 的 な 施 設 整 備 の 方 針 を 定 め 、 着 実 に 施 策 を 展 開 す る  

必 要 が あ る と 考 え 、 解 決 す べ き 課 題 を 以 下 の よ う に 整 理 し ま し た 。  

 

【 県 営 水 道 が 解 決 す べ き 課 題 】  

１  計 画 的 な 維 持 管 理 ・ 更 新  

 （ １ ） 長 寿 命 化 対 策  

 （ ２ ） 計 画 的 な 更 新 ・ 整 備 の 実 施  

 

２  危 機 管 理 対 策  

 （ １ ） 地 震 対 策 の 推 進  

 （ ２ ） 停 電 ・ 浸 水 対 策 の 推 進  

 （ ３ ） 原 水 ( 注 1 )水 質 リ ス ク 等 へ の 対 応  

 

３  業 務 の 効 率 化  

（ １ ） デ ジ タ ル 技 術 の 活 用 等  

（ ２ ） 官 民 連 携 の 研 究  

 

４  環 境 負 荷 の 低 減  

（ １ ） 省 エ ネ ル ギ ー 機 器 及 び 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 導 入  

（ ２ ） 施 設 整 備 に お け る 環 境 へ の 配 慮  

 
 
(注 1)原 水 ： 「 P19 用 語 解 説 」 参 照  

総管路延長  
(km) 

耐震化率  
(％ ) 

湾岸埋立地域の  
耐震化率(％ ) 

最重要給水施設への  
管路耐震化率(％ ) 
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第３章 長期施設整備方針の基本条件        

 

１  対 象 施 設  

 長 期 施 設 整 備 方 針 に お け る 対 象 施 設 は 、 県 営 水 道 が 現 在 所 有 す る 全 て の

水 道 施 設 (本 方 針 で は 庁 舎 に 係 る も の を 除 く )で あ り 、 概 要 は 表 ２ の と お り

で す 。  

表 ２  対 象 の 水 道 施 設  

（ １ ） 浄 ・ 給 水 場 等  

対象施設 施設数 主要施設名 

取水場 4 印旛、木下、高滝、矢切 

浄水場 4 柏井（西側、東側）、北総、福増、 

ちば野菊の里（第１期、第２期） 

給水場 10 栗山、園生、船橋、誉田、成田、北船橋、沼南、 

松戸、幕張、妙典 

分場 5 千葉、市原、大宮、姉崎、北習志野 

高架水槽・配水塔 12 船橋、坂月、東寺山、辰巳 等 

調圧水槽(注 1) 12 柏井系、北総系 等 

 

（ ２ ） 管 路  

対象施設 路線数 延長 主要施設名 

＜導水管(注 2)＞ 6 72km 木下柏井、印旛柏井、木下北総 等 

＜大口径送配水管(注 3)φ500mm 以上＞ 609km 

高級鋳鉄管(注 4)使用 26 104km 一拡栗山～船高線、一拡園生～登戸線 等 

上記以外 － 505km － 

＜小中口径配水管φ450mm 以下＞ 

ダクタイル鋳鉄管(注 5)等 － 8,649km － 

管路 合計 9,330km 令和 6 年度末現在 

 

 

 

 

 

(注 1)調圧水槽、(注 2)導水管：「P21 用語解説」参照、(注 3)送配水管、(注 5)ダクタイル鋳鉄管：

「P20 用語解説」参照、(注 4)高級鋳鉄管：「P19 用語解説」参照 
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２  目 標 使 用 年 数  

（ １ ） 目 標 使 用 年 数 の 設 定  

地 方 公 営 企 業 法 施 行 規 則 で は 、 減 価 償 却 費 を 算 定 す る た め 法 定 耐 用  

年 数 (注 1)が 定 め ら れ て い ま す 。 し か し 、 水 道 施 設 に は 、 法 定 耐 用 年 数 を  

超 え て も 十 分 に 使 用 で き る も の が あ る た め 、 詳 細 な 老 朽 度 調 査 の 結 果 等

を 踏 ま え 、 更 新 の 目 安 と な る 目 標 使 用 年 数 ※ を 定 め て お り ま す 。  

各 水 道 施 設 は 、 目 標 使 用 年 数 を 超 過 し な い こ と を 基 本 に 、 定 期 的 な  

点 検 の 結 果 等 を 踏 ま え 、 計 画 的 に 更 新 し て い き ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  記 載 の 年 数 は 、 定 期 的 な 点 検 等 を 行 う と と も に 、 必 要 に 応 じ て 、 劣 化 に
対 す る 補 修 等 を 行 う こ と を 前 提 と し た 年 数 で す 。 今 後 も 詳 細 な 老 朽 度 調 査
等 を 踏 ま え 目 標 使 用 年 数 の 検 討 を 行 い ま す 。  

 

（ ２ ） 目 標 使 用 年 数 に 捉 わ れ ず 優 先 的 に 耐 震 化 す る 水 道 施 設  

各 水 道 施 設 の 耐 震 化 は 、 更 新 時 に 合 わ せ て 耐 震 化 す る こ と を 基 本 と   

し ま す が 、 被 災 時 の 影 響 が 大 き い 浄 ・ 給 水 場 等 や 管 路 に つ い て は 、   

目 標 使 用 年 数 に 捉 わ れ ず 、 優 先 的 に 耐 震 化 し て い き ま す 。  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注１)法定耐用年数：「P21 用語解説」参照 

【 目 標 使 用 年 数 の 設 定 】  

■ 浄 ・ 給 水 場 等  

・ １ ０ ０ 年   土 木 ・ 建 築 ・ 鋼 構 造 物 等  

・ １ ５ 年 ～ ３ ０ 年   電 気 ・ 機 械 ・ 計 装 設 備  

（ 対 象 設 備 に よ り 異 な り ま す 。 ）  

■ 管 路          

・ ６ ０ 年 ～ ９ ０ 年   管 路  

（ 材 質 、 口 径 、 埋 設 環 境 に よ り 異 な り ま す 。 ）  
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３  必 要 施 設 能 力  

な お 、 将 来 の 水 需 要 ※ １ に 対 応 し た 必 要 施 設 能 力 の 検 討 を 適 宜 行 う な ど 、  

適 正 規 模 に つ い て 十 分 配 慮 し な が ら 、 安 定 給 水 に 必 要 な 施 設 能 力 を 確 保  

し つ つ 、 更 新 ・ 整 備 を 実 施 し ま す 。  
※ １  県 営 水 道 の 水 需 要 の 見 通 し と し て は 、 デ ー タ セ ン タ ー な ど 産 業 面 で の 需 要

が 増 え る 傾 向 に あ り 、 全 体 と し て 令 和 １ ２ 年 度 ま で は 微 増 す る と 見 込 ん で  
い ま す 。  

 

 

 

 

 

※ ２  令 和 ７ 年 度 末 の 施 設 能 力 1,266,000m 3/日 と 受 水 増 加 分 10,800m 3/日 の 計  

 

４  予 備 水 源 （ 井 戸 ）  

県 営 水 道 で は 、 非 常 時 に 活 用 す る た め の 予 備 水 源 と し て 、 29 本 の 井 戸 を

有 し 、 そ の 施 設 能 力 は 合 計 で 40,500m3／ 日 と な っ て い ま す 。  

渇 水 や 震 災 等 非 常 時 に 地 下 水 を い つ で も 活 用 で き る よ う 、 現 在 保 有 し て  

いる予備水源（井戸）を引き続き、適切に維持管理していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注１)掘替：「P22 用語解説」参照 

水 道事 業 者 の最 大 の 責 務は 、 災 害、 渇 水 、 水質 事 故 、施 設 事 故 等の 様 々な

リスクに 備 え 、 24 時 間 365 日 、 安 全 な 水 を お 客 様 に 安 定 的 に 届 け る こ と  

で す 。  

そ の た め 、 水 道 施 設 の 修 繕 や 更 新 時 、 災 害 や 事 故 等 の 様 々 な リ ス ク  

発 生 時 に も 対 応 す る た め 、 現 在 の 施 設 能 力 に 受 水 量 の 計 画 増 加 分 を 加 え た

1,276,800m3/日 を 当 面 の 施 設 能 力 と し ま す 。  

【 必 要 施 設 能 力 の 基 本 的 な 考 え 方 】  

１  将 来 の 水 需 要 に 対 応 し た 適 切 な 施 設 能 力 を 確 保 し ま す 。  

２ 施設の修繕や更新時においても、確実に給水できる施設能力を確保します。 

３  災 害 や 事 故 等 、 様 々 な リ ス ク に も 対 応 で き る 施 設 能 力 を 確 保 し ま す 。  

必 要 施 設 能 力  １ ， ２ ７ ６ ， ８ ０ ０ m 3／ 日 ※ 2  

【 予 備 水 源 （ 井 戸 ） の 基 本 的 な 考 え 方 】  
 

１  現 状 の 井 戸 29 本 、 施 設 能 力 40,500 m3／ 日 の 予 備 水 源 は 、 当 面 維 持 す る

こ と と し 、 水 質 モ ニ タ リ ン グ や 維 持 管 理 を 継 続 し ま す 。  

２  定 期 的 に 井 戸 の 内 部 調 査 を 実 施 し 、 井 戸 の 掘 替 （ 注 1） が 必 要 と な る 程 度 の

老 朽 化 が 確 認 さ れ た 場 合 に は 、 掘 替 後 の 許 可 水 量 等 を 勘 案 し た 上 で 、  

当 該 井 戸 の 更 新 を 決 定 し ま す 。  

３  各 井 戸 の 重 要 度 ・ 老 朽 度 等 を 勘 案 し 、 優 先 順 位 を 付 け て 導 水 管 路 の 更 新

を 検 討 し ま す 。  
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第４章 具体的な実現方策                 

 

１  計 画 的 な 維 持 管 理 ・ 更 新  

（ １ ） 長 寿 命 化 対 策  

〔 浄 ・ 給 水 場 等 〕  

①  浄 ・ 給 水 場 等 の 配 水 池 な ど の 構 造 物 、 機 械 設 備 や 電 気 設 備 な ど に

つ い て 、 日 常 的 な 点 検 や 、 詳 細 な 老 朽 度 調 査 等 を 定 期 的 に 実 施 す る

こ と に よ り 、 状 態 を 適 切 に 把 握 す る と と も に 、 必 要 な 防 食 塗 装 や  

分 解 整 備 な ど の 予 防 保 全 型 の 維 持 管 理 を 実 施 す る こ と で 、 健 全 性 を 

保持し、長寿命化を 図 り ま す （ 図 6， 7， 8 参 照 ） 。  

②  保 守 ・ 点 検 及 び 修 繕 等 の 維 持 管 理 の 履 歴 を デ ー タ ベ ー ス 化 し て  

適 切 に 整 理 ・ 蓄 積 し 、 更 新 時 期 等 の 判 断 に 活 用 し ま す （ 図 9 参 照 ） 。  

③  電 気 ・ 計 装 ・ 機 械 設 備 の 補 修 部 品 等 に つ い て は 、 導 入 後 長 期 間 が

経 過 す る と 入 手 困 難 と な る 事 態 も 想 定 さ れ る こ と か ら 、 可 能 な も の

に つ い て は 事 前 確 保 に 努 め ま す 。  

 

   

 図 ６  電 気 設 備 の 日 常 点 検      図 ７  配 水 池 の 防 食 塗 装  
 

  

図 ８  機械設備の分解整備    図 ９  維 持 管 理 デ ー タ ベ ー ス    
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〔 管 路 〕  

①  小 中 口 径 配 水 管 は 、 管 路 パ ト ロ ー ル や 漏 水 調 査 等 を 定 期 的 に 実 施

す る と と も に 、 大 口 径 送 配 水 管 や 水 管 橋 等 の 重 要 度 の 高 い 管 路 、  

弁 類 、 排 水 施 設 及 び 分 岐 箇 所 等 に つ い て は 、 管 路 パ ト ロ ー ル に 加 え 、

定 期 的 な 保 守 ・ 点 検 及 び 修 繕 並 び に 部 分 的 な 更 新 を 行 い 、     

予 防 保 全 型 の 維 持 管 理 を 実 施 す る こ と で 、 長 寿 命 化 を 図 り ま す   

（ 図 10， 11 参 照 ） 。  

②  管 種 ・ 口 径 ・ 布 設 年 度 や 修 繕 履 歴 等 の 管 路 情 報 を デ ー タ ベ ー ス 化

し て 地 図 情 報 と 一 元 管 理 し 、 保 守 ・ 点 検 や 更 新 の 時 期 の 判 断 等 に  

活 用 し ま す 。  

③  水 管 橋 や 構 造 物 と の 取 り 合 い 部 な ど に 設 置 さ れ て い る 可 と う 管 の

状 況 を 把 握 し 、 必 要 に 応 じ 修 繕 等 を 実 施 し ま す 。  

④  水 管 橋 や 鋼 管 部 は 、 定 期 的 な 防 食 塗 装 や 電 気 防 食 対 策 を 実 施   

し ま す （ 図 12 参 照 ） 。  

⑤  管 路 の 漏 水 に 備 え 修 繕 用 資 材 を 確 保 し ま す 。  

⑥  赤 濁 水 の 発 生 が 懸 念 さ れ る 配 水 管 路 は 計 画 的 に 管 内 洗 浄 を    

行 い ま す （ 図 13 参 照 ） 。  

 

  

 図 １ ０  管 路 パ ト ロ ー ル の 様 子    図 １ １  水道管の漏水調査の様子 
 

  

図 １ ２  水 管 橋 の 防 食 塗 装      図 １ ３  管 内 洗 浄 の 様 子  
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（ ２ ） 計 画 的 な 更 新 ・ 整 備 の 実 施  

〔 浄 ・ 給 水 場 等 〕  

①  浄 ・ 給 水 場 等 の 構 造 物 や 設 備 は 、 目 標 使 用 年 数 を 超 過 し な い こ と

を 基 本 と す る と と も に 、 維 持 管 理 の 履 歴 や 老 朽 度 調 査 等 の 結 果 及 び

更 新 時 に お け る 他 機 場 か ら の バ ッ ク ア ッ プ 体 制 、 ラ イ フ サ イ ク ル  

コ ス ト 等 を 勘 案 し た 上 で 、 計 画 的 に 更 新 し ま す 。  

②  更 新 に 当 た っ て は 、 必 要 施 設 能 力 を 踏 ま え 、 施 設 規 模 の 適 正 化 や

統 廃 合 等 の 再 構 築 を 検 討 し ま す 。  

③  更 新 期 間 中 の 安 定 給 水 を 考 慮 し 、 バ ッ ク ア ッ プ 機 能 の 確 保 や 、  

代 替 施 設 の 整 備 を 予 め 行 う な ど 、 適 切 に 対 応 し ま す 。  

④  既 存 施 設 に つ い て 、 原 水 水 質 変 動 等 の 状 況 変 化 に 対 応 す る た め の

対 策 を 講 じ ま す 。  

⑤  高 架 水 槽 に つ い て は 、 停 電 な ど に よ る ポ ン プ 急 停 止 時 に 生 じ る  

配 水 管 内 の 急 激 な 圧 力 変 動 を 吸 収 ・ 軽 減 し 、 赤 濁 水 の 発 生 を 回 避  

で き る 等 の 利 点 が あ る こ と か ら 、 適 切 に 更 新 し ま す 。  

⑥  浄 水 処 理 や 建 設 等 に 係 る 新 技 術 を 注 視 し 、 機 能 向 上 や コ ス ト 縮 減

が 図 れ る も の に つ い て は 、 積 極 的 に 採 用 し ま す 。  

 

〔 管 路 〕  

①  管 路 は 、 目 標 使 用 年 数 を 超 過 し な い こ と を 基 本 と す る と と も に 、

断 水 時 に お け る 影 響 の 大 き さ や 漏 水 の 発 生 状 況 な ど を 勘 案 し 、   

計 画 的 に 更 新 し ま す 。  

②  更 新 に 当 た っ て は 、 将 来 の 水 需 要 や 浄 ・ 給 水 場 等 の 施 設 能 力 を 勘 案 

す る な ど 管 網 の 再 構 築 を 視 野 に 入 れ て 、 適 正 な 管 路 口 径 に 更 新 し ま す 。 

③  大 口 径 管 の 更 新 に 当 た っ て は 、 ル ー ト の 選 定 、 施 工 用 地 の 確 保 、 

関 係 機 関 と の 協 議 、 調 整 な ど 、 計 画 や 設 計 に 相 応 の 時 間 を 要 し ま す 。

ま た 、 複 数 の 区 間 を 同 時 期 に 施 工 す る と 、 水 道 利 用 者 に 減 圧 等 の 影 響

が 生 じ て し ま う 懸 念 が あ り ま す 。 こ の た め 、 順 次 更 新 を 進 め ざ る を 

得 な い こ と か ら 、 優 先 度 等 を 踏 ま え て 、 計 画 的 に 進 め て い き ま す 。  

④  大 口 径 管 等 を 別 ル ー ト で 更 新 し た 場 合 、 既 設 管 を バ ッ ク ア ッ プ  

管 路 と し て 活 用 す る 手 法 な ど に つ い て 検 討 し ま す 。  

⑤  小 中 口 径 配 水 管 の 更 新 に つ い て は 、 更 新 ペ ー ス を 段 階 的 に    

引 き 上 げ 、 事 業 量 を 平 準 化 し 、 継 続 的 に 進 め て い き ま す 。  

⑥  古 い 規 格 の 「 高 級 鋳 鉄 管 」 の 更 新 に つ い て は 、 管体強度、耐震性が

低 く 漏 水 の リ ス ク が 高 い た め 、 早 期 解 消 に 向 け 、 取 り 組 ん で い き ま す 。  

⑦  材 質 や 施 工 方 法 等 に 係 る 新 技 術 を 注 視 し 、 使 用 期 間 の 延 伸 や   

コ ス ト 縮 減 な ど が 図 れ る も の に つ い て は 、 積 極 的 に 採 用 し ま す 。  
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２  危 機 管 理 対 策  

（ １ ） 地 震 対 策 の 推 進  

〔 浄 ・ 給 水 場 等 〕  

①  浄 ・ 給 水 場 等 の 耐 震 化 は 、 更 新 時 に 合 わ せ て レ ベ ル ２ 地 震 動 対 応

の 耐 震 化 を 行 う こ と を 基 本 と し ま す 。  

②  被 災 時 の 水 道 使 用 者 へ の 影 響 が 大 き い 浄 水 施 設 等 は 、 目 標 使 用  

年 数 に 捉 わ れ ず に 優 先 し て 、 レ ベ ル 2 地 震 動 対 応 の 耐 震 化 を    

推 進 し て い き ま す 。  

③  浄 ・ 給 水 場 等 の 耐 震 化 に 当 た っ て は 、 長 期 間 運 転 を 停 止 し な が ら

工 事 を 行 う な ど の 制 約 が あ る こ と か ら 、 そ の 間 の 安 定 給 水 に 支 障 が

な い よ う 、 工 事 の 時 期 を 分 散 し 、 段 階 的 に 取 り 組 ん で い き ま す 。  

 

〔 管 路 〕  

①  管 路 は 、 更 新 に 合 わ せ て 耐 震 継 手 管 と す る こ と を 基 本 と し ま す

（ 図 14 参 照 ） 。  

②  液 状 化 に よ り 長 期 的 な 断 水 被 害 が 想 定 さ れ る 「 湾 岸 埋 立 地 域 に   

埋 設 さ れ た 管 路 」 や 、 災 害 時 に お い て 人 命 に 関 わ る 災 害 拠 点 病 院  

及 び 災 害 医 療 協 力 病 院 並 び に 災 害 対 応 の 復 旧 活 動 等 の 中 心 的 役 割 を   

果 た す 防 災 拠 点 の 「 最 重 要 給 水 施 設 に つ な が る 管 路 」 に つ い て は 、   

目 標 使 用 年 数 に 捉 わ れ ず に 優 先 し て 耐 震 化 し ま す （ 図 15 参 照 ） 。  

 
 

 

 

 

 

 

 

図 １ ４  管 路 の 耐 震 化  

図 １ ５  東 日 本 大 震 災 の 液 状 化 で 漏 水 し た 管 路  

  

耐震継ぎ手のしくみ
水道管の継ぎ手部分に伸縮性

があり、地震で地盤にひずみが

生じても、水道管が抜けたり破損

したりしないようになっています。
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（ ２ ） 停 電 ・ 浸 水 対 策 の 推 進  

①  停 電 対 策 は 、 浄 ・ 給 水 場 等 に お い て 、 停 電 時 に も 3 日 間 （ 72 時 間 ）

の 給 水 が 継 続 で き る よ う 、 非 常 用 自 家 発 電 設 備 の 増 強 や 燃 料 タ ン ク

の 増 設 な ど 、 必 要 な 施 設 整 備 を 行 い ま す 。  

②  浸 水 対 策 は 、 国 の 示 す 浸 水 想 定 等 を 考 慮 し た 上 で 、 被 災 し た 際 の

水 道 使 用 者 へ の 影 響 が 大 き い 浄 水 場 等 か ら 、 順 次 、 必 要 な 対 策 を  

検 討 、 実 施 し ま す 。  

 

（ ３ ） 原 水 水 質 リ ス ク 等 へ の 対 応  

①  原 水 水 質 が 決 し て 良 好 と は い え な い 状 況 に お い て も 、 安 全 な 水 を

安 定 し て 供 給 す る た め 、 高 度 浄 水 処 理 ( 注 1 )の 導 入 を 進 め て き た と こ ろ

で あ り 、 未 導 入 の 浄 水 場 で は 粉 末 活 性 炭 を 注 入 す る こ と に よ り 対 応  

し て い る と こ ろ で す 。 今 後 も 、 通 常 の 浄 水 処 理 で は 対 応 が 困 難 な  

物 質 が 原 水 に 混 入 し た 場 合 等 の 事 態 に 備 え 、 よ り 対 応 の 幅 が 広 が る

高 度 浄 水 処 理 の 導 入 等 の 施 設 整 備 を 引 き 続 き 推 進 し て い き ま す 。  

②  PFOS 及 び PFOA (注 2 )に 代 表 さ れ る 有 機 フ ッ 素 化 合 物 等 に も 対 応 す る  

た め 、 原 水 水 質 等 に 応 じ た 適 切 な 浄 水 処 理 及 び 水 質 検 査 を 行 い ま す 。  

③  浄 ・ 給 水 場 等 の 更 新 に 当 た っ て は 、 災 害 時 や 水 質 事 故 等 発 生 時 に

お い て も 可 能 な 限 り 給 水 を 確 保 す る た め 、 施 設 の 分 散 配 置 を 検 討  

し ま す 。 ま た 、 取 水 場 の 更 新 に 当 た っ て は 、 必 要 に 応 じ 、 良 好 な  

水 質 の 原 水 確 保 の た め の 取 水 地 点 の 変 更 を 検 討 し ま す 。  

④  テ ロ 等 違 法 行 為 に よ る 異 物 混 入 な ど の リ ス ク に 備 え る た め 、   

浄 水 施 設 の 覆 蓋 ( 注 3 )化 を 推 進 し ま す 。  

 

３  業 務 の 効 率 化  

 （ １ ） デ ジ タ ル 技 術 の 活 用 等  

 今 後 増 加 す る 事 業 量 へ の 対 応 や 点 検 精 度 の 向 上 の た め 、 ド ロ ー ン

（ 無 人 航 空 機 ） に よ る 水 管 橋 の 点 検 や ウ ェ ア ラ ブ ル カ メ ラ を 活 用 し た

施 設 点 検 の 実 施 、 セ ン サ ー に よ る ポ ン プ の モ ニ タ リ ン グ や 人 工 衛 星 に

よ る 漏 水 調 査 の 試 行 導 入 な ど 、 デ ジ タ ル 技 術 の 活 用 等 に よ り 、 業 務 の

効 率 化 を 進 め て い き ま す 。  

 

（ ２ ） 官 民 連 携 の 研 究  

増 加 す る 更 新 事 業 量 に 対 応 す る た め 、 デ ザ イ ン ビ ル ド （ DB） ( 注 4 )  

方 式 等 の 新 た な 発 注 手 法 に よ る 工 期 短 縮 効 果 な ど に つ い て の 研 究 を  

進 め て い き ま す 。  

(注 1)高 度 浄 水 処 理 ： 「 P19 用 語 解 説 」 参 照 、 (注 2)PFOS 及 び PFOA、 (注 3)覆 蓋 、  

(注 4)デ ザ イ ン ビ ル ド ： 「 P21 用 語 解 説 」 参 照  
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４  環 境 負 荷 の 低 減  

（ １ ） 省 エ ネ ル ギ ー 機 器 及 び 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 導 入  

①  浄 ・ 給 水 場 等 の 更 新 に 合 わ せ て 、 高 効 率 機 器 で あ る イ ン バ ー タ  

制 御 方 式 の ポ ン プ や LED 照 明 等 の 省 エ ネ ル ギ ー 機 器 を 導 入 し 、   

最 適 な コ ス ト 及 び エ ネ ル ギ ー に よ る 効 率 的 運 用 を 推 進 し ま す 。  

②  浄 ・ 給 水 場 等 の 更 新 に 合 わ せ て 、 太 陽 光 発 電 設 備 等 、 再 生 可 能  

エ ネ ル ギ ー を 導 入 す る な ど 、 環 境 負 荷 の 低 減 に 努 め ま す （ 図 16  

参 照 ） 。  

 

 

 

 

 

 

 

 
               
 図１６ 太陽光発電パネル（ちば野菊の里浄水場） 

 

（ ２ ） 施 設 整 備 に お け る 環 境 へ の 配 慮  

①  管 路 の 更 新 に 当 た っ て は 、 浅 層 埋 設 (注 1 )や 再 生 材 の 使 用 を 推 進 す る

な ど 、 施 工 時 の 環 境 負 荷 の 低 減 を 図 り ま す 。  

②  他 企 業 工 事 と 工 程 を 調 整 す る こ と で 、 舗 装 の 撤 去 ・ 復 旧 工 事 の   

低 減 及 び 工 事 に 伴 う 近 隣 住 民 へ の 環 境 影 響 を 抑 制 し ま す 。  

③  工 事 施 工 に 伴 う 建 設 発 生 土 等 に つ い て は 、 改 良 土 等 と し て の   

再資源化を 推 進 し ま す 。  

④  新 た な 環 境 対 策 技 術 の 開 発 状 況 や 国 等 の 採 用 動 向 を 注 視 し 、   

新 技 術 の 採 用 に 努 め ま す 。  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(注 1)浅 層 埋 設 ： 「 P20 用 語 解 説 」 参 照   
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第５章 更新・整備スケジュール及び事業費             

 

１  更 新 ・ 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル 及 び 事 業 費  

各水道施設の今後 30 年間の更新・整備スケジュールを図 17 に示します。 

令 和 8 年 度 か ら の 5 年 間 の 事 業 に つ い て 、 浄 ・ 給 水 場 等 は 、 昭 和 33 年 稼

働 の 栗 山 給 水 場 （ 旧 栗 山 浄 水 場 ） や 昭 和 37 年 稼 働 の 園 生 給 水 場 の 更 新 を    

進 め て い き ま す 。 ま た 、 県 営 水 道 最 大 の 浄 水 処 理 能 力 を 有 す る 柏 井 浄 水 場  

西 側 施 設 の 耐 震 補 強 工 事 を 行 い ま す 。  

管 路 は 、 約 9,300 ㎞ に も 及 ぶ 管 路 の 継 続 的 な 更 新 が 必 要 と な る こ と か ら 、

目 標 使 用 年 数 を 超 過 し な い こ と を 基 本 と し て 、 計 画 的 に 更 新 を 進 め て    

い き ま す 。 あ わ せ て 、 湾 岸 埋 立 地 域 の 管 路 や 最 重 要 給 水 施 設 に つ な が る 管 路

の 耐 震 化 を 優 先 的 に 進 め て い き ま す 。 ま た 、 県 営 水 道 の 基 幹 浄 水 場 で あ る 

柏 井浄 水 場 へ 利根 川 か ら取 水 し た 水を 送 る 木下 ～ 柏 井 導水 管 に つい て は 、今 後 、

新 た な 管 路 の 整 備 に 着 手 す る 予 定 で す 。  

な お 、 更 新 ・ 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル に つ い て は 、 今 後 の 水 需 要 や 県 営 水 道 を   

取 り 巻 く 経 営 環 境 の 変 化 及 び 事 業 の 進 捗 状 況 等 を 総 合 的 に 勘 案 し 、 今 後 も  

概 ね 5 年 ご と に 適 宜 見 直 し を 行 っ て い き ま す 。  

 
凡 例 ： (取 )取 水 場 、 (浄 )浄 水 場 、 (給 )給 水 場 、 (分 )分 場  

※ 事 業 費 は 、 千 葉 県 営 水 道 事 業 中 期 経 営 計 画 の 財 政 収 支 見 通 し の 数 値 を   
100 億 円 単 位 で 四 捨 五 入  

図 １ ７  更 新 ・ 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル 及 び 事 業 費  

 

 

 

※  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

浄・給水場等

管路

計

維持管理費 約600億円

約2,200億円

令和

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

事
業
費

約700億円

約2,900億円

小中口径配水管の更新・整備

大口径送配水管の更新・整備

５年ごとに策定する中期経営計画に併せて推計していきます。

栗山(給)、園生(給)
千葉(分)、大宮(分) 姉崎(分)

導水管の更新・整備

給水場・分場の更新・整備

柏井(浄)(西側)
浄水場・取水場の更新・整備

成田(給)、北船橋(給) 誉田(給)

木下(取)

湾岸埋立地域の管路の耐震化 等

湾岸埋立地域の管路の耐震化 等

木下～柏井導水管 等
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第６章 長期施設整備方針の達成目標            

 

１  達 成 目 標  

長 期 施 設 整 備 方 針 に お け る 具 体 的 な 実 現 方 策 に つ い て 、 以 下 の 達 成 目 標 を

設 定 し ま す 。  

な お 、 社 会 情 勢 の 変 化 や 事 業 の 進 捗 状 況 等 に よ り 必 要 に 応 じ て 目 標 を   

見 直 す こ と も 検 討 し ま す 。  
※ １  本 目 標 は 、 浄 ・ 給 水 場 等 の 計 20 施 設 を 対 象 と し て お り 、 栗 山 (給 )、    

園 生 (給 )は 、 給 水 場 の 整 備 に 合 わ せ て 実 施 す る た め 対 象 外 と し て い ま す 。  
※ ２  県 営 水 道 の 計 4 浄 水 場 の う ち 、 ち ば 野 菊 の 里 浄 水 場 の み 浸 水 想 定 区 域 内

に 位 置 し て お り 、 当 該 浄 水 場 は 、 R3 ま で に 、 防 水 扉 、 防 水 板 な ど の 設 置
に よ る 当 面 の 応 急 対 策 を 実 施 し て い ま す 。  

※ ３  R27 時点で未耐震化の施設は、各施設の更新に合わせて耐震化等をしていきます。 
なお、これら施設については、他施設からのバックアップが可能となっています。 
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第７章 長期施設整備の実施にあたり留意すべき事項              

 

1 長 期 施 設 整 備 の 実 施 に あ た り 留 意 す べ き 事 項  

こ れ ま で 大 量 に 整 備 し た 浄 ・ 給 水 場 及 び 管 路 等 の 水 道 施 設 を 、 今 後 、 よ り

信 頼 性 の 高 い 水 道 シ ス テ ム と し て 再 構 築 し て い く た め に は 、 限 ら れ た 財 源 の

中 で 、 計 画 的 に 事 業 を 推 進 す る こ と が 重 要 で す 。  

ま た 、 お 客 様 の ニ ー ズ を 的 確 に と ら え 、 県 営 水 道 を 取 り 巻 く 経 営 環 境 の  

変 化 に 適 切 に 対 応 す る と と も に 、 水 道 施 設 を 適 切 に 維 持 管 理 し 、 目 標 使 用  

年 数 を 踏 ま え な が ら 計 画 的 、 効 率 的 か つ 確 実 に 更 新 ・ 整 備 を 行 っ て い く 必 要

が あ り ま す 。  

そ こ で 、 長 期 施 設 整 備 の 実 施 に あ た り 、 今 後 、 留 意 す べ き 事 項 を 整 理 し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

－ 留 意 す べ き 事 項 －  

■ お 客 様 へ 「 安 全 」 な 水 道 水 を 「 安 定 的 」 に 供 給 す る と い う 水 道 事 業 者

と し て の 責 務 を 常 に 意 識 し ま す 。  

■ お 客 様 の 御 意 見 を 十 分 伺 う と と も に 、 水 道 事 業 は 、 お 客 様 の 「 水 道  

料 金 」 に よ り 賄 わ れ て い る と い う 重 要 性 と 責 任 を 常 に 認 識 し ま す 。  

■ 国 等 の 動 向 な ど 、 常 に 時 代 の 動 き を 的 確 に 把 握 し ま す 。  

■ 長 期 施 設 整 備 方 針 は 、 事 業 の 進 捗 状 況 や 水 需 要 の 動 向 等 を 勘 案    

し な が ら 、 5 年 ご と に 策 定 す る 中 期 経 営 計 画 に 合 わ せ 、 見 直 し を 行 う  

こ と を 基 本 と し ま す 。  
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第８章 資料編                        

 

１  用 語 解 説  

(配 列 は 50 音 順 ) 

 

● 給 水 場 (本 文 P4) 

浄 水 場 か ら 送 ら れ て き た 水 を 貯 留 す る と と も に 、 配 水 区 域 内 に 水 を 配 る  

た め の 施 設 。 配 水 池 と ポ ン プ 設 備 な ど を 有 し 、 水 道 使 用 量 の 時 間 的 な 変 化 に

応 じ た 配 水 量 の 調 整 な ど を 行 う 。 県 営 水 道 は 、 10 箇 所 の 給 水 場 を 有 す る 。  

 

● 原 水 (本 文 P6) 

河 川 や 地 下 水 な ど か ら 取 水 し た 水 道 水 の 原 材 料 に な る 水 。 県 営 水 道 で は 、

利 根 川 水 系 や 県 内 河 川 か ら 取 水 し て い る 。  

 

● 高 級 鋳 鉄 管 (本 文 P7) 

昭 和 5 年 か ら 昭 和 46 年 頃 ま で 製 造 さ れ た 水 道 管 で 、 ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管   

よ り 管 体 強 度 、 耐 震 性 が 低 い 。 県 営 水 道 で は 、 昭 和 45 年 頃 ま で 布 設 し 、   

現 在 で も 一 部 に 使 用 し て い る 。 （ 材 質 の 引 張 強 さ は 250N/mm2 以 上 ）  

 

● 高 度 浄 水 処 理 (本 文 P14) 

通 常 の 浄 水 処 理 で は 十 分 除 去 す る こ と が 難 し い 、 か び 臭 原 因 物 質 な ど の  

処 理 を 目 的 と し て 、 通 常 の 浄 水 処 理 過 程 に 追 加 し て 導 入 す る 浄 水 処 理 方 式 。  

県 営 水 道 で は 、 オ ゾ ン に よ る 強 力 な 酸 化 ・ 分 解 と 活 性 炭 に よ る 吸 着 作 用 を

併 用 し た 処 理 方 式 を 柏 井 浄 水 場 東 側 施 設 、 福 増 浄 水 場 、 ち ば 野 菊 の 里 浄 水 場

に 導 入 し て い る 。  

 

● 新 水 道 ビ ジ ョ ン (本 文 P2) 

水道 を 取り 巻 く環 境 の大 き な変 化 に対 応 する た め、 国 が、 こ れま での 「 水 道

ビ ジ ョ ン （ 平 成 16 年 策 定 、 平 成 20 年 改 訂 ） 」 を 全 面 的 に 見 直 し 、 50 年 後 、

100 年 後 の 将 来 を 見 据 え 、 水 道 の 理 想 像 を 明 示 す る と と も に 、 取 り 組 み の  

目 指 す べ き 方 向 性 や そ の 実 現 方 策 、 関 係 者 の 役 割 分 担 を 提 示 し た も の （ 平 成

25 年 3 月 に 策 定 ） 。  
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● 浅 層 埋 設 (本 文 P15) 

道 路 法 施 行 令 に 基 づ き 、 従 来 は 、 水 道 管 の 埋 設 深 さ を 1.2ｍ 以 上 と し て  

い た が 、 管 路 等 に 関 す る 技 術 水 準 の 向 上 な ど か ら 、 平 成 11 年 3 月 の 建 設 省

通 達 に よ り 「 舗 装 の 厚 さ に 0.3ｍ を 加 え た 値 よ り 深 け れ ば よ い 」 こ と と な り 、

埋 設 深 さ の 基 準 が 緩 和 さ れ た 。 県 営 水 道 で は 、 道 路 管 理 者 と 協 議 し て 、 口 径

300mm 以 下 の 水 道 管 を 対 象 に 埋 設 深 さ を 0.7ｍ 以 上 と し 、 従 来 よ り も 浅 く  

埋 設 す る こ と と し た 。  

 

● 送 配 水 管 (本 文 P7) 

浄 水 場 か ら 給 水 場 ま で 水 道 水 を 送 る 送 水 管 と 、 浄 水 場 又 は 給 水 場 か ら お 客 様

の と こ ろ ま で 水 道 水 を 届 け る 配 水 管 の こ と 。  

 

● 耐 震 化 率 (本 文 P4) 

 管 路 総 延 長 に対 す る 耐 震 適合 性 の あ る 管 路 延 長の 割 合 の こ と 。 県 営水 道 で は 、

厚 生 労 働 省 の 「 管 路 の 耐 震 化 に 関 す る 検 討 報 告 書 」 に 基 づ き 、 耐 震 継 手 を  

有 す る 管 路 と 、 耐 震 継 手 で は な い が 埋 立 地 や 軟 弱 地 盤 な ど を 除 く 良 好 な 地 盤

に 埋 設 さ れ て い る 管 路 を 合 わ せ て 、 耐 震 適 合 性 の あ る 管 路 と し て い る 。  

 

● ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 (本 文 P7) 

 高 級 鋳 鉄 管 よ り 管 体 強 度 が 高 く 、 耐 震 性 に 優 れ て い る 水 道 管 で 、 現 在 、  

県 営 水 道 で 主 に 使 用 し て い る 。 （ 材 質 の 引 張 強 さ は 420N/mm2 以 上 ）  

 

● 千 葉 県 営 水 道 事 業 中 期 経 営 計 画 (本 文 P2) 

県 営 水 道 の 経 営 に 関 す る 基 本 計 画 で 、 令 和 8 年 度 か ら 5 か 年 の 事 業 運 営 の

指 針 で あ る 。 県 営 水 道 で は 、 厚 生 労 働 省 が 水 道 事 業 者 等 に 作 成 を 推 奨 し て  

い る 「 水 道 事 業 ビ ジ ョ ン 」 に 位 置 付 け て い る 。  

 

● 千 葉 県 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 (本 文 P2) 

国 の 「 イ ン フ ラ 長 寿 命 化 基 本 計 画 」 （ 平 成 25 年 11 月 策 定 ） に 基 づ き 、

行 動 計 画 と し て 地 方 公 共 団 体 に 策 定 要 請 の あ っ た 「 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 」

に 位 置 付 け ら れ る も の で あ り 、 県 有 施 設 の 総 合 的 か つ 計 画 的 な 管 理 に 向 け た

中 長 期 的 な 取 組 の 方 向 性 を 示 す こ と を 目 的 に 平 成 28 年 2 月 に 策 定 さ れ た 。  
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● 千 葉 県 版 水 道 ビ ジ ョ ン (本 文 P2) 

 県内水道の将来における理想像を掲げ、それを実現するための当面 10 年間の

取 組 （ 各 事 業 体 に お け る 取 組 と 統 合 ・ 広 域 連 携 に よ る 運 営 基 盤 強 化 の 方 向 性 ）

を 提 示 し た 基 本 計 画 で あ り 、 令 和 元 年 9 月 に 策 定 さ れ た 。  

 

● 調 圧 水 槽 (本 文 P7) 

 取 水 場 や 浄 水 場 な ど か ら 水 道 管 へ 水 を 送 る 圧 力 を 調 整 す る た め の 水 槽 。  

運 転 中 の ポ ン プ が 停 電 等 に よ り 急 停 止 し た と き に 生 じ る 急 激 な 圧 力 変 動  

（ ウ ォ ー タ ハ ン マ ） の 吸 収 ・ 軽 減 を 目 的 と し て 設 置 さ れ る 。  

 

● デ ザ イ ン ビ ル ド （ DB） (本 文 P14) 

 設 計 ・ 施 工 一 括 発 注 方 式 の こ と で 、 従 来 個 別 に 実 施 さ れ て い た 設 計 業 務 と

工 事 を 一 括 し て 、 一 つ の 事 業 主 体 に 発 注 す る 方 式 。  

 

● 導 水 管 (本 文 P7) 

取 水 場 で 取 水 し た 原 水 を 浄 水 場 ま で 送 る た め の 管 路 。  

 

● PFOS（ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)）及び PFOA（ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸）(本文 P14) 

「 有 機 フ ッ 素 化 合 物 （ PFAS） 」 の 一 種 。 さ ま ざ ま な 工 業 で 利 用 さ れ 、 身 の 

回りの製品を作る際にも使われていたが、平成 21 年以降、環境中での残留性や

健 康 影 響 の 懸 念 か ら 、 国 際 的 に 規 制 が 進 み 、 現 在 で は 、 日 本 を 含 む 多 く の 国 で

製 造 ・ 輸 入 等 が 禁 止 さ れ て い る が 、 分 解 さ れ に く い 性 質 が あ る た め 、 今 も 環 境

中に残っており、令和 8 年 4 月から水質基準値（合算で 0.00005mg/L＝50ng/L 

以下）が新たに設定されることとなった。 

 

● 覆 蓋 (本 文 P14) 

浄 水 場 の ろ 過 池 や 沈 で ん 池 等 に 設 置 す る 覆 い の こ と 。 浄 水 処 理 過 程 に お け る

藻 類 の 増 殖 抑 制 や 水 道 水 へ の 異 物 混 入 対 策 等 に 有 効 な 方 策 で 、 水 道 水 の 安 全 性

を 更 に 高 め る こ と が で き る 。  

 

● 法 定 耐 用 年 数 (本 文 P8) 

 地 方 公 営 企 業 法 施 行 規 則 に 定 め ら れ て い る 、 減 価 償 却 費 を 算 定 す る た め の  

期 間 （ 年 数 ） の こ と 。  
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● 掘 替 (本 文 P9) 

 井 戸 の 揚 水 ポンプの更新 及び ストレ ー ナーや ケー シング の 交換を 伴う 修繕の

こ と 。 県 営 水 道 が 保 有 す る 井 戸 の 多 く は 、 千 葉 県 公 害 防 止 条 例 （ 現 千 葉 県 環 境

保 全 条 例 ） の 施 行 以 前 に 設 置 さ れ て い る こ と か ら 、 許 可 を 受 け た と み な す 

「 み な し 井 戸 」 と な っ て お り 、 当 該 井 戸 の 掘 替 を 行 う 場 合 に は 、 揚 水 可 能 量 が

大幅に制限される。 

 

● レ ベ ル ２ 地 震 動 (本 文 P4) 

施 設 の 設 置 地 点 に お い て 発 生 す る も の と 想 定 さ れ る 地 震 動 の う ち 、 過 去 、

将 来 に わ た っ て 最 大 規 模 の 強 さ を 有 す る 、 震 度 6 強 か ら 7 程 度 の 地 震 動 。  

 な お 、 レ ベ ル １ 地 震 動 と は 、 施 設 の 設 置 地 点 に お い て 発 生 す る も の と 想 定

さ れ る 地 震 動 の う ち 、 そ の 施 設 の 供 用 期 間 中 に 一 回 以 上 は 発 生 す る 可 能 性 の

高 い 、 震 度 5 弱 か ら 6 強 程 度 の 地 震 動 を 指 す 。  

ま た 、 水 道 施 設 の 耐 震 性 に つ い て は 以 下 の 省 令 に 基 づ く こ と と さ れ て い る 。  

 
（ 参 考 ） 水 道 施 設 の 技 術 的 基 準 を 定 め る 省 令 （ 平 成 12 年 厚 生 省 令 第 15 号

〔 最 終 改 正 ： 令 和 8 年 国 土 交 通 省 令 第 40 号 〕 ）  

第 １ 条  
（ １ ～ ６  略 ）  
７  施 設 の 重 要 度 に 応 じ て 、 地 震 力 に 対 し て 次 に 掲 げ る 要 件 を 備 え る も の

で あ る と と も に 、 地 震 に よ り 生 ず る 液 状 化 、 側 方 流 動 等 に よ っ て 生 ず る
影 響 に 配 慮 さ れ た も の で あ る こ と 。  
イ  次 に 掲 げ る 施 設 に つ い て は 、 レ ベ ル 一 地 震 動 （ 当 該 施 設 の 設 置 地 点

に お い て 発 生 す る も の と 想 定 さ れ る 地 震 動 の う ち 、 当 該 施 設 の 供 用  
期 間 中 に 発 生 す る 可 能 性 の 高 い も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 対 し て 、
当 該 施 設 の 健 全 な 機 能 を 損 な わ ず 、 か つ 、 レ ベ ル 二 地 震 動 （ 当 該 施 設
の 設 置 地 点 に お い て 発 生 す る も の と 想 定 さ れ る 地 震 動 の う ち 、 最 大  
規 模 の 強 さ を 有 す る も の を い う 。 ） に 対 し て 、 生 ず る 損 傷 が 軽 微 で  
あ っ て 、 当 該 施 設 の 機 能 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼ さ な い こ と 。  
（ １ ）  取 水 施 設 、 貯 水 施 設 、 導 水 施 設 、 浄 水 施 設 及 び 送 水 施 設  
（ ２ ）  配 水 施 設 の う ち 、 破 損 し た 場 合 に 重 大 な 二 次 被 害 を 生 ず る   

お そ れ が 高 い も の  
（ ３ ）  配 水 施 設 の う ち 、 （ ２ ） の 施 設 以 外 の 施 設 で あ っ て 、 次 に   

掲 げ る も の  
（ ⅰ ）  配 水 管 の う ち 、 給 水 管 の 分 岐 の な い も の  
（ ⅱ ）  配 水 管 の う ち 、 災 害 そ の 他 非 常 の 場 合 に お け る 確 実 な 給 水 を

確 保 す る 必 要 性 が 高 い 施 設 に 給 水 す る 給 水 管 が 分 岐 し て 設 け
ら れ た も の  

（ ⅲ ）  （ ⅰ ） 又 は （ ⅱ ） に 該 当 す る 配 水 管 に 接 続 す る ポ ン プ 場  
（ ⅳ ）  （ ⅰ ） 又 は （ ⅱ ） に 該 当 す る 配 水 管 に 接 続 す る 配 水 池 等

（ 配 水 池 及 び 配 水 の た め に 容 量 を 調 節 す る 設 備 を い う 。 以 下
同 じ 。 ）  

（ ⅴ ）  （ ⅰ ） に 該 当 す る 配 水 管 を 有 し な い 水 道 に お け る 最 大 容 量
を 有 す る 配 水 池 等 （ （ ⅳ ） に 該 当 す る も の を 除 く 。 ）  

 
ロ  イ に 掲 げ る 施 設 以 外 の 施 設 は 、 レ ベ ル 一 地 震 動 に 対 し て 、 生 ず る  

損 傷 が 軽 微 で あ っ て 、 当 該 施 設 の 機 能 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼ さ な い こ と 。  
 

附  則  （ 平 成 二 〇 年 三 月 二 八 日 厚 生 労 働 省 令 第 六 〇 号 ）  
第 １ 条  略  
第 ２ 条  こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 設 置 さ れ 、 又 は 設 置 の 工 事 が    

行 わ れ て い る 水 道 施 設 で あ っ て 、 こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 水 道
施 設 の 技 術 的 基 準 を 定 め る 省 令 第 一 条 第 七 号 イ 及 び ロ に 規 定  
す る 基 準 に 適 合 し な い も の に つ い て は 、 当 該 水 道 施 設 の 大 規 模
の 改 造 の と き ま で は 、 こ の 規 定 を 適 用 し な い 。  

R8.4.1 公布、R8.10.1 施行 
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３  対 象 施 設  

（ １ ） 施 設 の 配 置 図  

① 取 水 場 、 浄 水 場  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

木 下 取 水 場  

矢 切 取 水 場  
印 旛 取 水 場  

高 滝 取 水 場  
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② 給 水 場 及 び 分 場   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  栗 山 給 水 場  ６  北 船 橋 給 水 場  １ １  千 葉 分 場  

２  園 生 給 水 場  ７  沼 南 給 水 場  １ ２  市 原 分 場  

３  船 橋 給 水 場  ８  松 戸 給 水 場  １ ３  大 宮 分 場  

４  誉 田 給 水 場  ９  幕 張 給 水 場  １ ４  姉 崎 分 場  

５  成 田 給 水 場  １ ０ 妙 典 給 水 場  １ ５  北 習 志 野 分 場  

 

  

6 

8 

4 

3 

5 

10 

9 

2 

7 

15 

11 
13 

12 

14 

1 



26 
 

（ ２ ） 対 象 の 浄 ・ 給 水 場 等  

① 取 水 場  

番 号  取 水 場 名 称    
供 用 開 始  

年 度  

取 水 能 力  

（ ㎥／ 日 ）  

1 木 下 取 水 場    S50 486,700 

2 印 旛 取 水 場    S43 170,000 

3 高 滝 取 水 場    H5 90,000 

4 矢 切 取 水 場    H17 246,000 

計  992,700 

 

② 浄 水 場  

番 号  浄 水 場 名 称   供 用 開 始

年 度  

浄 水 能 力  

（ ㎥／ 日 ）  

1 
柏 井 浄 水 場 (西 側 施 設 )   S43 360,000 

柏 井 浄 水 場 (東 側 施 設 )   S55 170,000 

2 北 総 浄 水 場    S50 126,700 

3 福 増 浄 水 場    H5 90,000 

4 
ちば野 菊 の里 浄 水 場 （ 第 １ 期 施 設 ）    H19 60,000 

ちば野 菊 の里 浄 水 場 （ 第 ２ 期 施 設 ）   R5 186,000 

計  992,700 

 

③ 給 水 場  

番 号  給 水 場 名 称   
供 用 開 始

年 度  

配 水 池 容 量  

（ ㎥）  

1 栗 山 給 水 場   S33 19,760 

2 園 生 給 水 場    S37 25,700 

3 船 橋 給 水 場    S40 18,000 

4 誉 田 給 水 場    S46 44,000 

5 成 田 給 水 場    S46 10,800 

6 北 船 橋 給 水 場    S50 104,000 

7 沼 南 給 水 場    S56 53,400 

8 松 戸 給 水 場    S58 60,000 

9 幕 張 給 水 場    H7 90,000 

10 妙 典 給 水 場    H11 100,000 

計  525,660 
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④ 分 場  

番 号  分 場 名 称   
供 用 開 始

年 度  
配 水 池 容 量 （ ㎥）  

1 千 葉 分 場   S11 4,040 

2 市 原 分 場   S35 3,340 

3 大 宮 分 場   S37 4,400 

4 姉 崎 分 場   S39 15,800 

5 北 習 志 野 分 場   S42 4,000 

計  31,580 

 

⑤ 高 架 水 槽 ・ 配 水 塔  

番 号  配 水 塔 ・ 高 架 水 槽 名 称  構 造  
供 用 開 始

年 度  
配 水 塔 ・ 高 架 水 槽  

容 量 （ ㎥）  

1 千 葉 高 架 水 槽  RC S11 475 

2 栗 山 配 水 塔  RC S11 3,534 

3 船 橋 高 架 水 槽  PC S37 5,000 

4 辰 巳 配 水 塔  PC S37 1,160 

5 大 宮 高 架 水 槽  鋼 製  S37 100 

6 姉 崎 高 架 水 槽  鋼 製  S40 304 

7 坂 月 高 架 水 槽  鋼 製  S45 2,000 

8 北 習 志 野 高 架 水 槽  鋼 製  S45 505 

9 成 田 高 架 水 槽  鋼 製  S47 1,500 

10 東 寺 山 高 架 水 槽  鋼 製  S49 4,500 

11 辰 巳 高 架 水 槽  鋼 製  S52 3,000 

12 白 井 高 架 水 槽  PC S56 3,200 

計  25,278 

 

⑥ 調 圧 水 槽  

番 号  調 圧 水 槽 名 称  構 造  
供 用 開 始

年 度  
調 圧 水 槽  
容 量 （ ㎥）  

1 印 旛 系 第 1 号 調 圧 水 槽  鋼製 R8 200 

2 印 旛 系 第 2 号 調 圧 水 槽  PC S44 1,900 

3 印 旛 系 第 3 号 調 圧 水 槽  PC S51 2,000 

4 柏 井 系 第 1 号 調 圧 水 槽  PC S51 1,500 

5 柏 井 系 第 2 号 調 圧 水 槽  PC S51 290 

6 柏 井 系 第 3 号 調 圧 水 槽  PC S51 350 

7 北 総 系 第 1 号 調 圧 水 槽  鋼製 S51 50 

8 北 総 系 第 2 号 調 圧 水 槽  PC S54 400 

9 第 2 誉 田 線 調 圧 水 槽  RC S54 20 

10 姉 崎 ・ 福 増 線 調 圧 水 槽  PC S56 1,100 
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番 号  調 圧 水 槽 名 称  構 造  
供 用 開 始

年 度  

調 圧 水 槽  

容 量 （ ㎥）  

11 北 総 ・ 成 田 線 調 圧 水 槽  PC S51 20 

12 高 滝 ・ 福 増 導 水 管 接 合 井  RC H5 1,980 

計  9,910 

 

（ ３ ） 対 象 の 管 路  

① 導 水 管  

番 号  路 線 名 称  口 径 （ mm）  
供 用 開 始

年 度  
延 長 （ km）  

1 木 下 ～ 柏 井 導 水 管  φ2000 S51 23.5 

2 印 旛 ～ 柏 井 導 水 管  φ1800 S43 9.5 

3 木 下 ～ 北 総 導 水 管  φ1500 S50 6.2 

4 高 滝 ～ 福 増 導 水 管  φ1200 H5 16.1 

5 矢 切 ～ 野 菊 （ 第 １ 期 ） 導 水 管  φ1100 H19 0.2 

6 矢 切 ～ 野 菊 （ 第 ２ 期 ） 導 水 管  φ1100 R5 0.4 

計  55.9 

 

② 大 口 径 送 配 水 管 （ φ 500 ㎜ 以 上 ）  

番 号 ※ 1  路 線 名 称  口 径 （ mm）  
供 用 開 始

年 度 ※ 2  

延 長

（ km）  

1 一 拡 栗 山 ～ 船 高 線  φ900 S34 6.6 

2 一 拡 船 高 ～ 山 野 線  φ700 S34 1.3 

3 一 拡 船 高 ～ 園 生 線  φ700 S35 16.5 

4 一 拡 園 生 ～ 登 戸 線  φ800～ φ500 S35 4.7 

5 根 本 ～ 岩 瀬 線  φ500 S35 1.0 

6 二 拡 船 給 ～ 園 生 線  φ1000 S40 15.5 

7 六 所 神 社 ～ 米 山 鉄 工 線  φ500 S40 0.8 

8 妙 典 ～ 東 野 線  φ1350～ φ500 S42 7.0 

9 船 給 ～ 海 神 線  φ1000～ φ500 S41 2.7 

10 二 拡 園 生 ～ 蘇 我 線  φ900～ φ500 S41 8.9 

11 登 戸 ～ 幸 町 線  φ500 S43  1 .4 

12 二 拡 北 方 ～ 妙 典 線  φ1100～ φ700 S41 3.6 

13 幸 町 ～ 神 明 町 線  φ700～ φ600 S42 1.8 

14 園 生 ～ 小 倉 線  φ500 S41 6.8 

15 中 野 木 ～ 若 松 団 地 線  φ500 S42 1.2 

16 藤 崎 ～ 袖 ヶ浦 団 地 線  φ600 S40 1.8 

17 花 見 川 団 地 線  φ900～ φ600 S43 3.7 

18 四 拡 妙 典 ～ 舞 浜 線  φ1650～ φ500 S50 1.6 



29 
 

番 号 ※ 1  
路 線 名 称  口 径 （ mm）  供 用 開 始

年 度 ※ 2  

延 長

（ km）  

19 蘇 我 駅 前 線  φ500 S41 0.1 

20 

一 拡 園 生 ～ 登 戸 線  

二 拡 園 生 ～ 蘇 我 線  

連 絡 管  

φ600 S40 0.5 

21 船 給 ～ 前 貝 塚 線  φ500 S45 0.5 

22 三 拡 柏 井 ～ 船 給 線  φ1200～ φ500 S44 2.5 

23 三 拡 柏 井 ～ 園 生 線  φ1350～ φ500 S43 2.6 

24 

一 拡 船 高 ～ 園 生 線  

二 拡 船 給 ～ 園 生 線  

連 絡 管 ① 

φ700 S40 0.6 

25 

一 拡 船 高 ～ 園 生 線  

二 拡 船 給 ～ 園 生 線  

連 絡 管 ② 

φ500 S42 0.9 

26 二 拡 栗 山 ～ 船 給 線  φ1100 S38 9.4 

27 上 記 以 外 の送 配 水 管  －  －  505.0 

計  609 

※1 番 号 1～ 26 の延 長 は、高 級 鋳 鉄 管 を使 用 している区 間 の延 長 を記 載  

※2 供 用 開 始 年 度 が不 明 な場 合 は、布 設 最 終 年 度 を記 載 している。 

 

③ 小 中 口 径 配 水 管 （ φ 450 ㎜ 以 下 ）  

番 号  路 線 名 称  口 径 （ mm）  延 長 （ km）  

1 ダクタイル鋳 鉄 管 等  φ450 以 下  8,649 

計  8,649 

 

（ ４ ） 必 要 施 設 能 力 の 内 訳  

浄 水 場 名  施 設 能 力 （ 現 状 ）  必 要 施 設 能 力  増 減  

柏 井 浄 水 場 

うち西 側 施 設  

うち東 側 施 設  

530,000 

（ 360,000）  

（ 170,000）  

530,000 (－ ) 

北 総 浄 水 場 126,700 126,700 (－ ) 

福 増 浄 水 場 90,000 90,000 (－ ) 

ちば野 菊 の里 浄 水 場  

うち第 １ 期  

うち第 ２ 期  

246,000 

（ 60,000）  

（ 186,000）  

246,000 (－ ) 

北 千 葉 （ 企 ） 受 水 213,300 224,100 (+10,800) 

か ず さ （ 企 ） 受 水 60,000 60,000 (－ ) 

計 1,266,000 1 ,276,800 (+10,800) 

 



 

 

 

千葉県企業局 

＜ 改 訂 履 歴 ＞  

平 成 ２ ８ 年  ３ 月  策 定  

令 和  ３ 年  ３ 月  改 訂  

令 和  ８ 年  ５ 月  改 訂  


